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一般社団法人日本血液製剤協会 患者団体との協働に関するガイドライン 

(平成26年7月11日制定・施行)  

 

【序言】 

製薬企業の使命は、優れた医薬品を開発・供給することにより、世界の人々の福祉と医療の向上

に貢献し、健康で質の高い生活の実現に寄与することです。このためには、患者さんの求めるニー

ズや悩みを理解することが必要となっており、患者団体との積極的かつ継続的な協働の機会が増え

てきました。  

一般社団法人日本血液製剤協会会員会社（以下「会員会社」とうい。）は、患者団体とのあらゆる

協働において、高い倫理観を持ち、患者団体の独立性を尊重します。また、患者団体との協働の目的

と内容について十分に相互理解するよう努めます。このため、「患者団体との協働に関するガイドラ

イン」を下記のとおり策定しました。患者団体と協働する会員会社は、本ガイドラインを参考に自社

の指針を策定し、自社における行動基準とします。  

 

記  

１．相互理解  

会員会社は、患者団体との協働を、それぞれの見解や判断を尊重した相互理解のもとに行います。  

２．信頼関係の構築  

会員会社は、患者団体と対等な関係で信頼関係を構築し、共通の目的の実現に向けてそれぞれ

の役割を果たします。  

３．患者団体の独立性の尊重  

会員会社は、患者団体の独立性を尊重します。  

４．透明性の確保  

会員会社は、金銭的支援等についてその情報を公開し、透明性を確保します。  

５．書面による合意  

会員会社は、患者団体との協働における活動項目や資金提供等については、その目的･内容等に

ついて、書面による合意を交わし、記録に残します。  

６．製品の広告・宣伝の禁止  

会員会社は、患者団体に対し、医療用医薬品の広告・宣伝を行いません。  

７．影響力行使の禁止  

会員会社は、患者団体に対し、企業の利益のために患者団体の出版物の内容、発言等に影響力を

行使することは行いません。  

８．資金源の多様性の推奨  

会員会社は、単独の支援者となることを条件とする支援は行いません。患者団体が活動のための

資金を複数の提供元から調達することを推奨します。  

９．適正な支援  

会員会社は、患者団体に対する支援にあたってはその目的に相応しい会場および開催地とする 

など、適正に支援を行います。  

以上  
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患者団体との協働に関するガイドライン  

用語解説  

患者団体：  

患者・家族、その支援者が主体となって構成され、患者の声を代表し、患者・家族を支えあうとと

もに、療養環境の改善を目指し、原則として、定款・会則により定義された役割や目的を持つ患者

会および患者支援団体とする。  

金銭的支援等：  

「企業活動と患者団体の関係の透明性ガイドライン」公開対象を指す。  

患者団体との協働：  

患者団体との交流、支援から共有の課題解決を目指す活動まで幅広い範囲とする。 


